
2025在学・東京家政大学

詳しくは裏面へ→

貸与奨学金を申し込む方へ

生計維持者の転職に伴う家計基準再審査について

NO！

転職していない

YES!

転職している

Yes！

転職後の収入が増えた

転職前と比べて

転職後の収入は

増えた？

NO！

転職後の収入で

再審査を希望しない

Yes！

転職後の収入で

再審査を希望する

生計維持者（父・母）の
どちらかが

2023年1月2日以降に
転職している？

マイナンバー

入力のみ

再審査(書類提出)

後日、学校から書類提出の連絡をしますので、

提出書類の準備をしておいてください。

※再審査を行うと採用決定(振込)までの期間が１，

２か月遅れます。

確認
スタート

No！

転職後の収入が減った

2023年1月2日以降に生計維持者に転職があって、転職後の収入が転職前よりも減っている場
合には、マイナンバーでの家計基準審査後に転職後の収入額での再審査を申請時に申し出る
ことができます。
該当する方はスカラネット入力時に「再審査を希望します」と入力し、マイナンバーでの家
計基準審査後に転職後の収入証明書類を学校へ提出することで再審査が行われます。
該当するかどうかは下記のフローチャートで確認してください。

転職後の収入で
再審査を
希望する？

別紙①



2025在学・東京家政大学

再審査を希望する場合は、、、

①スカラネット入力時

②書類提出時

＋「収入証明書提出用紙」記入 ＋「収入証明書提出用紙」記入

直近の給与明細3か月分 直近の帳簿3か月分

＜事業所得の場合の添付書類＞＜給与収入の方の場合の添付書類＞

　学校から連絡をしますので「収入証明書提出用紙（仮）」を記入のうえ、書類を添付して提

出してください。収入証明書提出用紙は大学から配布します

 スカラネット入力画面 ｢⑨あなたの家族情報｣ の2.(f)、3.(f)から下記のように入力してくださ

い。

2023年1月2日以降に転職しましたか。

(2023年1月～2023年12月の収入情報)にて


